
東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正（おおさか東線の延伸開業に伴う改正） 

現行 改正 

（前略） 

（選択乗車） 

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間（略図中の====線区間以遠の駅

と━━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間）を、普通乗車券又は普通回数乗

車券（いずれも併用となるものを含む。）によって旅行する場合は、その所持

する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一

かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。た

だし、２枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、

他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。 

(1) あおば通又は仙台以遠（東照宮、長町又は榴ケ岡方面）の各駅と一ノ関以

遠（山ノ目又は真滝方面）の各駅との相互間（仙台・小牛田間、仙台・古川

間）（一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

(30) 新大阪以遠（東淀川方面）の各駅と、西明石以遠（大久保方面）の各

駅との相互間（新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間）（西明石・

神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間） 

 

 

 

（前略） 

（選択乗車） 

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間（略図中の====線区間以遠の駅

と━━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間）を、普通乗車券又は普通回数乗

車券（いずれも併用となるものを含む。）によって旅行する場合は、その所持

する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一

かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。た

だし、２枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、

他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。 

(1) あおば通又は仙台以遠（東照宮、長町又は榴ケ岡方面）の各駅と一ノ関以

遠（山ノ目又は真滝方面）の各駅との相互間（仙台・小牛田間、仙台・古川

間）（一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

(30) 新大阪以遠（東淀川又は南吹田方面）の各駅と、西明石以遠（大久保

方面）の各駅との相互間（新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸

間）（西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間） 
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現行 改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) 新大阪以遠（東淀川方面）の各駅と、新神戸又は神戸以遠（兵庫方面）

の各駅との相互間（新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) 新大阪以遠（東淀川又は南吹田方面）の各駅と、新神戸又は神戸以遠

（兵庫方面）の各駅との相互間（新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

附則 

 この通達は、平成31年３月16日乗車となるものから適用する。 
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